
Ｎｏ 頁 第1 1 (1) ① ア (ァ) a 項目等 修正前 修正後

1 25 8 1 (1)
(1)　契約の条

件

落札者と本市は、事業契約の締結に関する基本協定書について速やかに合意
し、これを締結するものとし、基本協定書の内容は、誤字脱字等の軽微なもの
以外は変更しない。また、SPC設立後、速やかに仮事業契約の締結を行うもの
とする。
なお、本契約の締結は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進
に関する法律（平成11年法律第117号）第9条及び小平市議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和38年条例第3号）の規定
により、小平市議会の議決を経たうえで締結することとなる。当該仮事業契約
は、市議会でこの仮事業契約の締結に係る議案が議決された時に本契約とな
るものとし、契約締結日は、当該議決を得た日の翌日とする。ただし、本市は、
当該議案が市議会で議決されなかった場合でも、仮事業契約の相手方に対し
ていかなる責任も負わない。

落札者と本市は、事業契約の締結に関する基本協定書について速やかに合意
し、これを締結するものとし、基本協定書の内容は、誤字脱字等の軽微なもの
以外は変更しない。また、SPC設立後、速やかに仮事業契約の締結を行うもの
とする。
なお、本契約の締結は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進
に関する法律（平成11年法律第117号）第9条及び小平市議会の議決に付すべ
き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和38年条例第3号）の規定
により、小平市議会の議決を経たうえで締結することとなる。当該仮事業契約
は、市議会でこの仮事業契約の締結に係る議案が議決された時に本契約とな
るものとし、契約締結日は、当該議決を得た日とする。ただし、本市は、当該議
案が市議会で議決されなかった場合でも、仮事業契約の相手方に対していか
なる責任も負わない。

2 25 8 2 (2)
(2)　締結時期
及び事業期間

事業契約の締結（市議会の議決の翌日）：令和2年12月 事業契約の締結（市議会の議決日）：令和2年12月

入札説明書　新旧対照表



Ｎｏ 本編
別紙
番号

頁 条 1 (1) ① 項目等 修正前 修正後

1 ○ 3 8 事業期間 ・開業準備期間　施設引渡し日～令和4年12月末日 ・開業準備期間　　　施設引渡し日～令和5年1月末日

契約書（案）　 新旧対照表



Ｎｏ
添付
資料

頁 第1 1 (1) ① ア (ァ) a 項目等 修正前 修正後

1 22 2 1 (4) ③ ア b ア　給水設備
b　飲料水及び蒸気又は80℃以上の熱湯を十分に供給しうる設備を適切に配
置すること。

b　飲料水及び蒸気又はお湯を十分に供給しうる設備を適切に配置すること。

2 47 3 3 (5) ⑧ c
⑧　食器・食缶
等の調達業務

c　食器は、仕様・寸法等の詳細は、事業者の提案を踏まえて、市との協議によ
り決定する。

c　食器は、飯椀は強化磁器とし、その他の食器の材質は事業者の提案によ
る。寸法等の詳細は、事業者の提案を踏まえて、市との協議により決定する。

3 60 4 7 (2) ③ a
③　特別清掃

業務

a　照明器具の清掃、吹出口及び吸込口の清掃、外壁・外部建具・窓ガラス等
の清掃及び排水溝・汚水管・マンホール等の清掃等を、年1～2回程度、行うこ
と。

a　照明器具の清掃、吹出口及び吸込口の清掃、窓ガラス等の清掃及び排水
溝・汚水管・マンホール等の清掃等を、年1～2回程度、行うこと。外壁及び外部
建具は、適切な頻度で清掃を行い、本施設の美観を保つこと。

4
資料
15

食器・食缶等リ
スト

要求水準書　新旧対照表

（別紙１参照）



（別紙１） 
修正前 修正後 

資料 15 食器・食缶等リスト 

 
 

 
 

 

資料 15 食器・食缶等リスト 

 
 

 


